若葉の会　会則

１　目的　若葉の会を通じて会員相互の親睦を図り、会員の便宜に努めることにあります。

２　資格　３０才以上６０才未満の方に限らせていただきます。

３　入会の有効期間

　　　　　

　　　　　入会日から１年です。

４　資格の失効　

　　　次の場合には、会員資格を失効させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

1 当会の名誉を傷つけたり、公序良俗の秩序をみだしたとき。

2 お申込みの内容が事実でないと判明したとき。

3 当会のイベントに対して誠実に行動されないとき。

4 その他上記項目に準じたとき。

５　キャンセル・中途退場・不参加について

　

　　　当会のイベントにつきまして、一旦申し込まれた費用は、全額頂戴させていただきます。

６　振込先

　　　（銀　行）　広島銀行　横川支店　普通預金　Ｎｏ．３０５８９０６

　　　　　　　　　若葉の会　代表者　長門　勲

（郵便局）　Ｎｏ．０１３２０－１－８２４８５

　　　　　　　　　有限会社　ビー・フォー・ユー

若葉の会事務局

